
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
参
照
条
文

○
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
送
信
を
す
る
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
の
早
期
の
普
及
を
図
り
、
も
っ
て
高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号
の
五
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
で
あ
っ
て
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
人
工
衛
星
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の

を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
設
備
か
ら

構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

一

デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
送
信
を
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
た
め
の
電
波
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備
（
こ
れ
を
設
置
す
る
た
め
の

建
築
物
、
鉄
塔
そ
の
他
の
工
作
物
を
含
む

）
。

二

デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
送
信
を
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
放
送
番
組
を
制
作
す
る
た
め
の
設
備
（
前
号
に
掲
げ
る
設
備
と
一
体
的
に
設
置
さ
れ
る
も

の
に
限
る

）
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
」
と
は
、
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
整
備
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（
基
本
指
針
）

第
三
条

総
務
大
臣
は
、
デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
送
信
を
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
早
期
の
普
及
を
図
る
た
め
、
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業

の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

基
本
指
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

二

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

３

総
務
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
計
画
の
認
定
）

第
四
条

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
事
業
を
実
施
す
る
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む

）
は
、
当

。

該
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う

）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
実
施
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認

。

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
内
容

二

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
方
法

三

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
時
期

四

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法

３

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
計
画
が
基
本
指
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
実
施
計

画
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
計
画
の
変
更
等
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
の
設
立
に
係
る
同
項
の
法
人
を
含
む

）
は
、
当
該
認
定
に
係
る
実
施
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

。

き
は
、
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
準
用
す
る
。

３

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
実
施
計
画
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認

定
計
画
」
と
い
う

）
に
係
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う

）
が
当
該
認
定
計
画
に
従
っ

。

。

て
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
機
構
に
よ
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
推
進
）

第
六
条

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

。

一

認
定
計
画
に
係
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
社
債
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
六
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
を
除
く

）
及
び
当
該
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保

。

証
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
等
）

第
七
条

政
府
は
、
認
定
計
画
に
係
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
機
構
の
業
務
の
円
滑
な
運
営
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
を
す
る
も

の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
八
条

総
務
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
認
定
計
画
に
係
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
罰
則
）

第
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き



は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
廃
止
）

第
二
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

（
信
用
基
金
の
持
分
の
払
戻
し
の
禁
止
の
特
例
）

第
三
条

日
本
開
発
銀
行
（
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
政
策
投
資
銀
行
が
日
本
開

発
銀
行
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
）
以
外
の
出
資
者
は
、
機
構
に
対
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

を
経
過
し
た
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
機
構
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
基
金
に
係
る
そ
の
持
分
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
機
構
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
持
分
に
係
る
出
資
額
に
相
当
す
る
金
額

に
よ
り
払
戻
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
そ
の
払
戻
し
を
し
た
金
額
に
よ
り
資
本
金
を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

○
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

（
抄
）

（
機
構
の
目
的
）

（

「

」

。
）

、

（

（

）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

以
下

機
構

と
い
う

は

情
報
の
電
磁
的
流
通

総
務
省
設
置
法

平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号

第
四
条
第
六
十
三
号
に
規
定
す
る
情
報
の
電
磁
的
流
通
を
い
う
。
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

）
及
び
電
波
の
利
用
に
関
す
る
技
術
の
研
究
及
び
開

。

発
、
高
度
通
信
・
放
送
研
究
開
発
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
、
通
信
・
放
送
事
業
分
野
に
属
す
る
事
業
の
振
興
等
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
情
報
の

電
磁
的
方
式
に
よ
る
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
の
確
保
及
び
増
進
並
び
に
電
波
の
公
平
か
つ
能
率
的
な
利
用
の
確
保
及
び
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

附

則

（
業
務
の
特
例
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

３

機
構
は
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
三

号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
。



４
～
６

（
略
）

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

（
抄
）

附

則

（
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
十
一
条

（
略
）

２
～

（
略
）

13

（

）

放
送
法
第
二
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般

放
送
事
業
者
が
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法

平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号

14
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
に
よ
り
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋

の
取
得
に
対
し
て
課
す

る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
家
屋

の
価
格

の

四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格

か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

～

（
略
）

15

23
（
固
定
資
産
税
等
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～

（
略
）

13放
送
法
第
二
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般

放
送
事
業
者
が
、
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認

14
定
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新

設
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産

税
の
課
税
標
準
は
、
第
三
百
四
十
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
に
対
し
て
新
た
に
固

定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
年
度
か
ら
五

年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
施
設
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

の
四
分
の
三
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
う

ち
小

規
模
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
分
の
一
）
の
額
と
す
る
。

～

（
略
）

15

46


